
　

感
染
症
対
策
を
施
し
た
会
場
内
に

「
飲
食
販
売
ブ
ー
ス
」
「
映
像
鑑
賞
ス

ペ
ー
ス
」
を
設
置
し
ま
す
。
映
像
鑑

賞
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
過
去
の
阿
伎
留

神
社
例
大
祭
の
短
編
映
像
を
鑑
賞
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
飲
食
販
売
ブ
ー
ス
は
、
テ
イ
ク
ア

ウ
ト
の
み
で
、
会
場
内
で
の
飲
食

は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
日
時　

９
月
26
日
㈯　

午
後
５
時

～
９
時
（
雨
天
中
止
）

▽
場
所　

五
日
市
ひ
ろ
ば

▽
そ
の
他　

当
日
は
、
「
マ
ス
ク
の

着
用
」
「
手
指
消
毒
」
「
ソ
ー
シ
ャ

ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
確
保
」
「
来
場

代
表
者
の
追
跡
調
査
カ
ー
ド
の
記

入
」
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
主
催　

五
日
市
活
性
化
戦
略
委
員

会
▽
協
力　

五
日
市
商
和
会
、
あ
き
る

野
市
観
光
協
会
青
年
部

▽
問
合
せ　

商
工
振
興
課
商
工
振
興

係
（
直
通
５
５
８
・
１
８
９
３
）

▽
取
扱
開
始
日

10
月
１
日
㈭
か
ら

▽
対
象
種
目　

市
・
都
民
税
（
普
通

徴
収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康

保
険
税
、
学
童
ク
ラ
ブ
育
成
料
、

学
童
ク
ラ
ブ
延
長
育
成
料
、
保
育

料
、
給
食
納
付
金
（
小
・
中
学
校

分
に
限
る
）

▽
そ
の
他　

バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ

れ
て
い
な
い
納
付
書
で
は
、
納
付

で
き
ま
せ
ん
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済
サ
ー
ビ
ス
は
、
領
収
証
書
が

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
利
用
上
の
注

意
事
項
な
ど
は
、
市
、K

D
D

I
社
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
各
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

徴
税
課
徴
税
係
、
子
ど

も
政
策
課
児
童
館
係
、
保
育
課
保

育
係
、
学
校
給
食
課
秋
川
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
係

　

「
創
業
者
と
家
族
に
わ
だ
か
ま
り

が
生
じ
る
大
き
な
要
因
」
や
「
創
業

者
の
夢
と
家
族
の
夢
の
ベ
ク
ト
ル
を

合
わ
せ
る
秘
訣
」
を
講
師
の
実
体
験

を
交
え
な
が
ら
解
説
し
ま
す
。

▽
日
時

10
月
13
日
㈫　

午
後
２
時

～
３
時
30
分

▽
場
所　

Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
ス
モ
ー
ル

オ
フ
ィ
ス
（
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
２

階
）

▽
講
師　

白
井
康
嗣
さ
ん
（
Ｂ
ｉ

＠
Ｓ
ｔ
ａ
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
中
小
企
業
診
断
士
）

▽
定
員　

５
組
（
申
込
み
順
）

▽
費
用　

無
料

▽
そ
の
他

W
eb

で
開
催
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

あ
き
る
野
創

業
・
就
労
・
事
業
承
継
支
援
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
［
☎
５
１

８
・
７
７
７
８
、
午
前
10
時
～
午

Ｂビ

ス

タ

ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
創
業
支
援
セ

ミ
ナ
ー
「
創
業
者
が
知
っ
て

お
き
た
い
家
族
の
ホ
ン
ネ
」

後
７
時
（
日
曜
日
、
祝
日
、
第
２

水
曜
日
を
除
く
）
］

　

全
国
地
域
安
全
運
動
の
一
環
と
し

て
、
五
日
市
会
館
か
ら
五
日
市
警
察

署
ま
で
の
間
を
、
広
報
車
両
な
ど
が

パ
レ
ー
ド
し
ま
す
。

▽
日
時

10
月
４
日
㈰　

午
後
２
時

か
ら

▽
主
催　

五
日
市
防
犯
協
会
、
五
日

市
警
察
署

▽
問
合
せ　

五
日
市
警
察
署
（
☎
５

９
５
・
０
１
１
０
）、
地
域
防
災

課
交
通
防
犯
係

地
域
安
全
パ
レ
ー
ド

（
五
日
市
警
察
署
管
内
）
　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
進
捗
に
伴

い
、
住
・
商
・
工
・
農
の
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
利
便
性
の
高
い
複
合
市
街

地
の
形
成
を
推
進
す
る
た
め
、
当
該

地
区
に
定
め
て
い
る
地
区
計
画
な
ど

の
変
更
を
行
い
ま
す
。

▽
地
区
計
画
の
原
案
（
変
更
）
の
縦

覧
・
意
見
書
の
提
出

・
縦
覧
期
間
…
９
月
17
日
㈭
～
30
日

㈬　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
、

水
曜
日
は
午
後
８
時
ま
で
）

・
縦
覧
場
所
…
都
市
計
画
課

・
意
見
書
の
提
出
…
地
区
計
画
区
域

内
の
土
地
所
有
者
そ
の
他
利
害
関

係
が
あ
る
方
は
、
10
月
７
日
㈬
（
必

着
）
ま
で
に
、
原
案
に
対
す
る
意

見
書
を
送
付
す
る
か
直
接
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
地
区
計
画
の
原
案
（
変
更
）
の
説

明
会

・
日
時
・
場
所

＊
９
月
27
日
㈰　

午
前
10
時
…
市
役

所
５
階
５
０
３
～
５
０
５
会
議
室

＊
９
月
27
日
㈰　

午
後
２
時
…
市
役

所
５
階
５
０
３
～
５
０
５
会
議
室

＊
９
月
29
日
㈫　

午
後
６
時
…
イ
オ

ン
モ
ー
ル
日
の
出
（
２
階
東
）
イ

オ
ン
ホ
ー
ル

※
当
日
は
検
温
、
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。
体
調
が
優
れ
な

い
方
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▽
意
見
の
提
出
・
問
合
せ　

都
市
計

画
課
計
画
係
（
〒
１
９
７

－

０

８
１
４　

二
宮
３
５
０
、
直
通
５

５
８
・
２
０
２
６
）

　高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。だます手口は年々巧

妙になり、時には複数人で役柄を演じ分けて勧誘し、お金をだま

し取ろうとします。少しでもおかしいと感じたときは、気軽に相

談してください。すでに被害に遭われた方も、隠したり泣き寝入

りせずに、あきる野市消費生活相談窓口に相談してください。ま

た、周囲の皆さんによる見守りも大切です。高齢者の消費者被害

の未然防止・早期発見にご協力ください。

○悪質商法への注意
・「このままだと大変なことになる」など不安をあおる文句に注

意！→その場で判断しない。少しでもおかしいと思ったら、相

談する。

・身に覚えのない請求に慌てない！→相手の電話番号が記載され

ていても、絶対に連絡しない。絶対に支払わない。

○あきる野市消費生活相談窓口
　契約に関するトラブルや悪質商法など、消費生活に関して困っ

たときは、一人で悩まずに気軽にご相談ください。電話でも相談

にお答えします。

・開設日時…毎週月曜・木曜日　午前９時～午後４時（正午～午

後１時を除く）
※予約の必要はありません。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

当面の間、来所による相談はお控えください。

・場所…市役所１階市民相談室

※月・木曜日以外でお急ぎのときは、東京都消費生活総合センターに

ご相談ください。

○東京都消費生活総合センター
・開設日時…毎週月曜日～土曜日　午前９時～午後５時

・消費生活相談…☎03－３２３５－１１５５
※多重債務相談も受け付けています。

くらしの知恵袋
～消費生活相談情報～

高齢者が悪質商法でだまされています！

　猛きん類は、生物生態系の頂点に立つ存在として、カラス、ハト、ムクドリな

どの鳥類やほ乳類などの増加を抑える重要な捕食者です。しかし、これまでに営

巣場所の破壊や密猟などにより、人間は猛きん類を追い詰め、数を減らしてしま

いました。そして、現代の環境問題も上乗せし、生息が危機的状況にある種類も

います。このため、日本に限らず世界でも猛きん類に対する保全の優先順位は

トップレベルとされています。私があきる野の重要な猛きん類の調査や保全活動

を始めて10年になりますが、２０１８年は記憶に残る残念な繁殖結果になりま

した。これまで調べてきたクマタカやオオタカ、サシバなどの重要な猛きん類

の全てのつがいの繁殖が失敗しました。まれな出来事であってほしいと思いまし

たが、生息状況は一貫して悪化傾向を示し、今年も２０１８年に近い結果になっ

てしまいました。特に心配される夏鳥のサシバは、２０１８年に続き、翌年も繁

殖に失敗しました。ほ乳類による巣への侵入が原因とみられます。そして今年、

市内で繁殖していた同じつがいは、例年どおり飛来しましたが、約１か月で行方

不明になり、繁殖は確認できませんでした。通常、水田などの開放的な環境で獲

物を狩るサシバですが、西多摩エリアでは徐々にそのような狩場が無くなってき

ています。営巣をあきらめてしまう原因を考えると、東京の里山の環境悪化が進

んでいることを改めて実感します。トウキョウサンショウウオなどと並び、里山

の環境の代表者であるサシバが、あきる野から姿を消したことにより、今後は子

育てが見られる可能性は低いと推測し

ています。東京で繁殖する最後のサシ

バのつがいの可能性もあるため、重大

な出来事であると思っています。私自

身、その保全に力不足だったことが無

念でなりません。自然に関心が高まっ

ている時代であるにもかかわらず、複

雑で難しい環境問題が多く、悪循環が

相次ぐ中で絶滅危惧種の絶滅カウント

ダウンが続いています。（パブロ）

森林レンジャーがゆく (102)

里山の王子、さようなら？

あきる野で繁殖していたサシバ
（２０１５年撮影）

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和２年（2020年）９月15日 （2）

（以下は広告枠です）

五
日
市
ひ
ろ
ば
野
外
上
映
会

　
（
阿
伎
留
神
社

例
大
祭
の
短
編
映
像
）

武
蔵
引
田
駅
周
辺
地
区
の
地
区
計
画
原
案（
変
更
）

の
縦
覧
と
説
明
会

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利

用
し
た
市
税
な
ど
の
収

納
サ
ー
ビ
ス
「a

u
P
A
Y

（
請
求
書
支
払
い
）」「
ゆ
う

ち
ょP

a
y

（
銀
行P

a
y

）」

を
始
め
ま
す


